
〔水産加工情報パンフレットの発行にあたって〕

現在、中小企業が新たな技術開発や、新商品・販路開拓を進め、「産業集積」の新たな活路

を見出すために『特定産業集積の活性化に関する臨時措置法』（略称：地域産業集積活性化法、

この法律は特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の後継法律として平成9年6月に公

布、施行されました）が施行されています。

紋別市、興部町、雄武町で構成される「紋別地域」は、平成12年3月に通商産業大臣より水

産食料品製造業と飼料・有質肥料製造業を特定業種とする活性化計画の承認があり、平成12年

度から5カ年にわたり国の支援による各種事業が行われることとなりました。

この中で網走水産試験場紋別支場は、「紋別地域」の支援機関として、先の活性化計画（平

成6年度から平成10年度）に引き続き関連機関支援強化事業を行うこととなり、「水産加工情

報」についても、当事業の一環として再び発行して参ります。

昨今、インターネットの発達にみられるように情報の収集、提供は迅速になっています。こ

の情報パンフレットは、不定期な発行のため迅速性に欠けますが、その分時間が経っても有益

な情報をできるだけ掲載したいと考えています。皆様方の研究・開発の一助あるいは業務の参

考としていただければ幸いです。

平成12年10月

北海道立網走水産試験場

場　長　　坂　本　正　勝
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〔平成12年度の関連機関支援強化事業について〕

今年度、紋別支場が行う関連機関支援強化事業の内容を紹介します。今年度の事業は、国の

承認が7月中旬に得られましたので8月より開始しています。

1．研究開発事業

地域水産物の付加価値及び品質の向上を図るための技術開発を行うことを目的としています。

実施計画名：割れ貝利用によるホタテエキス製造技術開発

紋別地域（紋別市、興部町、雄武町）のホタテガイの生産量は、平成9年で約5万8千トン

に達していますが、漁獲や加工処理の際に割れ貝が発生します。（様々な条件で発生の割合が

異なりますが、全体の5～10％の範囲と思われます）割れ貝は、砂かみが多くサイズも不揃

いで、加工処理の際も砂取りに手間がかかります。そして、製品の価格が通常に比べ低いもの

となっています。

現在市場に流通しているホタテガイエキス（天然調味料）は、乾はたて貝柱製造時の2番煮

熱液を利用して生産されています。私どもの調査によりますと、ホタテガイエキスの年間の生

産量は約1，500トン、生産金額は約12億円で、本州の10社程度の企業が生産しています。

このような状況から、割れ貝の付加価値向上として割れ貝からのホタテガイエキスの製造技

術開発を行うこととしました。製造工程としては下記を考えています。

ろ過・濃縮

貝柱または剥き身 エキス抽出

製品の特徴としては、ホタテガイ乾燥品からの抽出エキスであること、ほぼ無塩であること

（食塩は使用しませんが、ホタテガイがもつわずかな食塩が濃縮されるため完全な無塩にはな

りません）を考えています。

2．人材育成事業

水産加工における新しい商品開発に関する講習会や実践的な研修により人材の育成や技術の

向上を目指すことを目的としています。講習会のテーマ、講師については未定ですが、明年2

月頃の開催を予定しています。

3．調査研究・成果普及事業

需要構造の変化に対応した技術や製品の認識及び製品企画力の向上を図るため、売れ筋商品、

市場動向、消費者ニーズ等に関する調査を行います。また、各種図書、文献、水産加工業界等

の科学技術情報や技術動向の収集も行います。そして、これらで得られた情報をこの「水産加

工情報」で提供する予定にしています。



（標津町の地域HACCPについて）

はじめに

世界的な流れとして、消費者に対し食品を製造する者の責任が問われています。

日本では、平成7年にPL法（製造物責任法）の施工により、加工業者は製造物に欠陥があ

り消費者に健康被害が発生した場合、その責任を負うことが明確にされました。つまり、加工

業者が製造し提供した食品が原因で消費者に危害を与えた場合、加工業者はその保証をしなけ

ればなりません。

製造物を責任を持って加工する衛生管理の方法とし、HACCP（エッチエーシーシーピー

またはハシップ、ハサップ。わが国では危害分析・重要管理点と訳されています）が世界的な

評価を受け、各国で検討され導入が進められています。

HACCP方式は、これまでのサンプル検査だけではチェックできなかった不良品による消

費者への危害を避けるため、製造や加工の各段階にちょうど関所のような管理点を設け、一定

の基準に達しない品はその関所を通さないようにすることで、食品全体の安全性を高めようと

するものです。

米国では、水産物に対する安全性の確保から、国内はもとより輸入水産食品に対してHAC

CP方式による衛生管理を義務付けています。日本から米国に輸出する水産食品ではHACC

Pの導入、実施が不可欠となります。

日本国内では、乳・乳製品、食肉製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品（いわゆるレトルトパ

ウチ食品）及び魚肉練り製品について、HACCPシステムによる総合衛生管理製造過程の承

認制度が創設されています。

今回、8月に網走市において水産物品質管理セミナーが開催されました。この中で、HAC

CP方式を用い、地域全体で水産物の品質管理に取り組んでいる標津町の報告がありましたの

で紹介します。

標津町の取り組み

平成11年度北海道の水産物品質管理高度化促進事業のモデル地区としてサケの産地指定を

受け、漁獲から市場の取り扱い、運送までのHACCP的な手法を取り入れたマニュアル作り

を手掛け、実践しています。

標津町では、昭和60年に秋サケの漁獲が倍増した時、品質管理が行き届かなく、魚価が低下

した苦い経験があります。そこで、これを教訓に、平成2年には秋サケを土間置き方式からタ

ンク方式への移行が進められています。当時は、衛生管理としてではなく鮮度保持としてタ

ンク内に海水氷を入れ保管する方式として導入されましたが、タンク方式は衛生管理の取り組

みを進める上でも重要でした。また、海水温に合わせた角氷の枚数、選別機のタンクの氷と海

水の割合、船倉の積載許容量などを検討し、サケの温度管理を進めています。さらに、乗組員

の毎日の健康チェック、船内の衛生管理等、品質の安全、安定性を高めるための取り組みを行

っています。市場においては、使用海水の残留塩素測定ならびに細菌検査を実施し、殺菌状態

の確認をしています。



水産加工場では、町内の13工場へコンサルタントを派遣して個別調査をし、ソフト、ハー

ド面の改善点を洗い出しました。その結果をもとに、ハード面では、加工場で使用する海水、

地下水の殺菌装置整備、防虫対策や木造作業台のステンレス化などを行いました。また、ソフ

ト面では、各工場ごとの衛生管理マニュアルを作成しました。

加工場の管理事項として、原料及び製品の品温と時間の管理は重要と考えられます。イクラ

等の加工品は生で食べられるため、病原性細菌を「付着させない」ことはもちろんですが、「増

やさない」ということが大切です。また、使用制限がある亜硝酸塩の量の確認も大事です。

輸送業者については、輸送温度管理の徹底、温度の記録、冷凍機などトラブル時のマニュア

ルの作成を行いました。

安全な食品を提供するためには、健康管理と衛生意識の向上が非常に大切なことです。

現在、水産業従事者のほか漁業者や市場職員、運送業者まで幅を広げて、健康診断、検便検査、

衛生研修を行っています。これらは道や地元保健所、病院に全面的に協力してもらっており、

文字通り地域をあげての取組になっています。

また、漁港周辺の環境整備を行い、漁港管理人がカモメの糞、動物の死骸など食品に危害を

与えないようにチェックしています。七月からは月一回、漁業者自らが港内の清掃を行い、意

識の向上を図ったり、港内の海水の水質検査をし、安全性を科学的に裏付けようとしています。

衛生管理への取り組みが進んだのは、平成10年に発生した道産イクラによる0－157食中毒

事件でした。水産加工業が基幹産業である標津町では、町全体の危機感が高まりました。町内

の加工場では、各加工場で加工施設の衛生点検・在庫イクラ製品の検査などを実施し、町の水

産関係業界が共同で標津イクラの安全宣言をいち早く行いました。

これをきっかけに、産地が一体となって水産物の衛生および品質管理に取り組むために、平

成11年度には標津町、標津漁協、地方卸売市場買受組合、水産加工振興協会、商工会、町内

輸送業者など全ての関係者を構成員とする「標津町HACCP推進連絡会議」推進連絡会議を

設立し、標津町は安全で安心できる水産物の供給基地として品質管理の高度化と水産業の振興

を推進しています。

また、今日の消費者の要望は安全安心な食品であり、さらに鮮度感に満ちたものを求めてい

ます。その消費者のニーズを満たすためには加工業者、個々の努力のみでは達成できません。

消費者に届ける食品形態を明確に意識し、漁場から食卓まですなわち、漁業者、市場関係者、

加工業者、運輸、そして流通関係者が一丸となり、お互いに協力してのシステム作りが必要で

す。

秋サケの衛生的な取り扱いは重要で、加工場に入るまでの段階ですでに病原性細菌や有害物

質により汚染されていたのでは加工場では安全な食品を加工することができません。

こうした標津町地域HACCPシステムへの取り組みが産地全体の一体化した衛生および品

質管理体制の確立と徹底した実行のもとに行われていることを消費者にアピールできれば産地

全体の活動は「見える産地」となり、消費者への安全が地域特性のある製品づくりに結びつき

ます。これが、地域ブランドの確立と定着につながっていくと考えられます。
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町内水産加工場・加工

棲津町地域HACCPについて
北海道は、平成11年度「水産物品質菅理高度化推進事業」

の中で秋鮭をモデル魚種とした生産者から市場までの品質

管理高度化モデル計画を策定いたしました。

そのモデル地区となったのが標津町です。標津町は、秋鮭

の生産王日本一を誇るだけではなく、先進的に鮮度保持対

策に取り組み、また、加工葉書による積極的な衛生対策等

地域をあげた水産物の品質高度化に対する取り組みが評編
されました．

標津町においても、r平成11年度櫻澤町地域HACCP

推進事業Jとして、適とも連携を図りながら標遼前浜の水

産物を全て対象とした撫養から市句・加工・蕊通までの

r地域HACCPマニュアル策定事業Jが実施され文字ど

おり横澤町の地域におけるHACCPが業界一体となって
動き出しています。

屡靂釘地域HACCPを冥残して行く上で、北海道の指導

も受けながら、書憂的にも絹線的にも高い水準でr安全・

安心jな食料を供給して行く事が「産地としての1任」で

あると考えております。

ヽ

消千着

標津さけ定茸漁業部会

おいしくて安全

なのが一番ねt

＜出血前＞　清潔な船倉内に薫沸な粉砕氷を保管する佃‖）　　　　　　く水鶉げ＞　ユニックで船tからタモ｛りし、t擦蓋別台に夢す

く1震＞　軟サケは生せたま事遍浄な清水氷の入ったぷ暮lこ保tする　　　く劇・新王＞プラスチックかごに等級別に遭別し計量する（句3）
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棲津町地域HACCP対応流通業者
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標津漁業協同組合地方卸売市場

＜出漁萌＞　漁船を事水で漬挿し、汚れが甲板や船倉内に付鸞していない

かどうか聡する．

＜漁畏＞　　八尺と呼ばれる探捕迄で海蔵を1いて採捕する

く選別・計量＞船上で・死員∴与れ貝！天職物を】蛤ル、鶉水で戎浄したあ

と船倉に保管する（回5）

＜水掛げ＞　船tからユニックで網またはかごに入った状悪で眞蓼トラッ

クに積み込まれ加工エ嶋に茸ばれる（図6）

秋サケ・一一薇声橿

＜費け入れ＞　軟サケは、断定の場所に専用タンクで受け入れ、等級別軟サ

ケの数1・鳥数も集計する。全ての員標において、市場床面

に直接魚介潔が轟かれることなく、床面も殺鼠凛澤海水で溝

挿される（周7）

くセリ＞　　＃受入と市場顎異により専用タンク・t宙ごとセリが行われ、

航られたサケは、タンクごと縫時姐工j引こ運ばれる（図8）

秋サケ

＜慮料慮入＞　市書からタンクごと鵡水木で鮮度保持された軟サケを竃環兼

に基づいて摸暮し、空け入れる。市場から加工■麦での希書

時間は5－30分以内

く製造管理＞　水産加工場ことに糀された地域HACCPマニュアルに暮

ついて加工される．管理チェック内寧臥従事者の蝕慮管理、

艶用水のt理など数十礪馴こおよび紀8．保管する

捕獲から加工流通まで

HACCP（危害分析重要管理点方式）

（HazardAnalysJSCrltICa＝⊃ontroIPolntの乾）

アメリカ航空宇宙局（NASA）が宇宙食の衛生管理と安

全磋保のために考案した。豪経的な製品検査だけではなく、

製造の全行程を管理し、裂品の安全性を保証するが狙い。

具体的には、微生物汚染などの危害分析（HA）で想定さ

れる原因を洗い出し、洗岸や濃度管理などの重要管理点

（CCP）を決め、チェック項臼を常時記録する方式を吉

う。欧米の食品業界では広く普及し、国内の食品製造、加

工の現場でも急速に広まっている。

運送業者・流通

生∬品・加工製品

＜温度管理＞　組エtから出荷される措定時報について幕送月度条件をヰ

鰐し、邑杓地まで、脚に苫度の封とがないかどうかモ

書記し、研、保管する（図9）

＜トラブル対応＞輸送中のトラブル（冷凛最の故書など）については・対応

マニュアルに軋l■告．規ならびに即、保管がなされ・

鞠趨発生時にも記録雷類が提出できろ体綱が変っている・


